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*1 Ｆ指標受刑者

外国人受刑者のうち，日本人と異なる処遇を必要とする者は，Ｆ指標受刑者として，その文化及び生

活習慣等に応じた処遇が行われている。

*2 「犯罪に強い社会の実現のための行動計画2008（平成20年12月22日犯罪対策閣僚会議決定）」

第３－２－⑥ 不法入国等及びこれらを助長する犯罪等の取締り強化及び関係法令の整備

不法入国・不法滞在等やこれらを助長する集団密航，偽装結婚，旅券偽変造，不法就労助長等に係る

犯罪等について，関係機関間での迅速・的確な情報交換を行うなど緊密な連携を図り，取締りを強化す

るとともに，新たな在留管理制度における在留カード（仮称）に係る罪の創設等より効果的な取締りの

実施のための関係法令の整備について検討する。また，外国人雇用状況届の履行徹底を図り，不法就労

防止のための事業主指導を促進する。

第３－３－③ 地域における多文化共生の推進

我が国に在留する外国人が我が国の生活環境に円滑に適応し，我が国社会の一員として日本人と同じ

ような教育，医療，社会保障等の住民サービスを享受することのできる社会を実現するため，市区町村

６．学識経験を有する者の知見の活用

（１）実施時期

（２）実施方法

（３）意見及び反映内容の概要

〔意見〕

〔反映内容〕

７．施策に関係する内閣の重要政策（施政方針演説等のうち主なもの）

○犯罪に強い社会の実現のための行動計画2008（平成20年12月22日犯罪対策閣僚会議決定）*2

第３－２－⑥ 不法入国等及びこれらを助長する犯罪等の取締り強化及び関係法令の整

備

第３－３－③ 地域における多文化共生の推進

第３－４－① 外国人犯罪に対する厳正な刑事処分の推進

第３－４－③ 地下銀行・カード不正利用事犯対策の推進

８．政策評価を行う過程において使用した資料その他の情報

○評価の過程で使用したデータや文献等

○評価の過程で使用した公的統計

○評価の過程で使用したアンケート調査等

９．備考

【行政事業レビュー点検結果の平成29年度予算概算要求への反映内容】

予算要求を行っていないため，該当事項なし。
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において，基礎的行政サービスを提供するに当たり基盤となる適法な在留外国人の台帳制度を整備する

とともに，外国人児童生徒の地域・学校での受入れ体制の整備，外国人を対象とした日本語教室の設置

や日本語能力を有する外国人等を対象とした指導者養成研修の実施，外国人労働者を雇用する事業者に

対する外国人に関する社会保険等の加入促進，雇用不安を解消するための施策の実施，日系人集住地域

やインターネット上における適正就労促進のための情報提供等地域住民と外国人の共生に向けた取組を

推進する。

第３－４－① 外国人犯罪に対する厳正な刑事処分の推進

来日外国人の増加・定着化の傾向が進む中，外国人の受入れが国際組織犯罪，国際テロ，暴動等によ

る治安の悪化の要因とならないように，外国人犯罪について，事案や組織の全容解明に努めるとともに，

関係法令を駆使して関与者を的確に処罰し，犯罪収益の剥奪を徹底する。

第３－４－③ 地下銀行・カード不正利用事犯対策の推進

国際犯罪組織の弱体化を図るため，来日外国人が不法に得た収入を海外へ送金する手段として利用す

る地下銀行に対する取締りを徹底する。また，クレジットカード関係業界及び加盟店において，すべて

のクレジットカードのＩＣカード化等の偽造防止対策及びクレジットカード使用時の本人認証のための

仕組みの整備・充実が十分に図られるよう更なる連携を進める。さらに，クレジットカードの偽造防止

のため，その原料となる生カードの密輸に対してコントロールド・デリバリーを可能とする方策を検討

する。
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【測定指標１，２関係】

達成手段①「出入国管理業務の実施」において，本邦に上陸する外国人の上陸審査や帰国する日本
7

人の確認 出国する日本人・外国人の確認を適正に行うとともに 達成手段⑥ 出入国審査システム， ， 「
*

の維持・管理」及び⑦「外国人の出入国情報の管理」において，出入国審査の記録等の情報をコンピ

ュータ化して電磁的に保管・管理しているところ，達成手段⑤「バイオメトリクスシステム の維持
*8

・管理」において運用する自動化ゲートにより，事前に利用者登録した日本人及び一定の要件を満た

す在留外国人が，一般のブースで入国審査官の対面審査を受けることなく出入（帰）国することを可

能にし，またそれにより生じる入国審査官の余力を上陸審査を行う必要がある外国人への対応に振り

分けることで，円滑な出入国審査を実施している。

また，達成手段⑤「バイオメトリクスシステムの維持・管理」に係る平成27年度行政事業レビュー

の外部有識者の所見からも，自動化ゲート利用者登録数及び自動化ゲート利用率の向上が，円滑な出

入国審査の実施に対する手段として有効であり，かつ必須であると評価できるところ，有識者協議会

等で得られた提言 や第５次出入国管理基本計画 で掲げた基本方針を踏まえ，利用者登録増加のた
* *9 10

めの広報活動を展開しているほか，民間企業等に職員が出張して登録を受け付けるなど，自動化ゲー

ト利用希望者への行政サービスの向上に努めている。

これらの取組の結果，自動化ゲート利用登録者数及び自動化ゲート利用率は前年を大きく上回った

ことから，円滑な出入国審査の実施を推進するという目標の達成に有効に寄与したと評価できる。

【測定指標３関係】

達成手段①「出入国管理業務の実施」の一環として，平成27年10月に全国の地方入国管理局及び支

局の事実の調査担当者による意見交換会，また，12月に入国在留審査業務に従事する職員を対象とす

る実態調査・事実の調査に係る研修を行い，偽装滞在者対策に資する事実の調査 に必要な見識を深
*11

めるとともに，事実の調査の積極的な実施に努めた。また，達成手段②「中長期在留者住居地届出等

事務の委託」の適正な運用により，在留外国人の在留状況を迅速かつ的確に把握し，偽装滞在者対策

としての在留資格取消業務に活用している。

これらの取組の結果，前年に比べより多くの偽装滞在者を発見することができ，在留資格取消件数

も前年を20件上回ったことから，不法滞在者等への対策を推進するという目標の達成に有効に寄与し

たと評価できる。

次期目標等への反映の方向性

【施策】

我が国の国際交流の推進及び観光立国実現のため，現在の目標を維持し，引き続き，各取組を推進

していく。

【測定指標１，２】

引き続き，広報・周知活動により一層取り組むとともに，民間企業等に職員が出張して登録を受け

付けるなど，自動化ゲート利用希望者への行政サービスの向上に努め，利用登録者を増やしていく。

また，有識者会議から，自動化ゲートの増設や「信頼できる渡航者」の自動化ゲート利用等の提言

，「 」 ，があったことを踏まえ 信頼できる渡航者 を自動化ゲートの対象とする新たな枠組み の構築や
*12

各空港における自動化ゲートの増設等についても検討していく。

【測定指標３】

引き続き，事実の調査を数多く実施するとともに，在留管理に必要な情報の迅速かつ正確な把握に

努める。さらに，事実の調査の結果，偽装滞在が疑われる者については，在留資格取消制度を積極的

に適用していく。

学識経験を有 １ 実施時期

する者の知見

の活用 ２ 実施方法
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